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古
代
よ
り
、
東
方
の
あ
る
一
定
地
域
を
表
す
際
「
ア
ヅ
マ
」
と
い

う
言
葉
が
使
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
・
語
源
に
つ
い
て

は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
一
一
一
一
い
え
な
い
。
ま
た
、
「
ア

ヅ
マ
」
が
示
す
領
域
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
諸
説
あ
っ
て
明
確
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
「
Ⅱ
本
書
紀
』
（
以
下
『
書
紀
」
と
す
る
）
や
「
古
事
記
』

を
見
る
と
、
「
東
国
」
の
語
が
も
っ
ぱ
ら
使
わ
れ
て
い
る
。
「
東
」
は

ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ

本
来
「
ヒ
ガ
シ
」
で
あ
り
、
「
東
国
」
は
東
方
の
国
と
い
う
意
味

を
当
然
持
っ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、
「
東
」
は
「
ア
ヅ
マ
」
の
訓

ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ

を
持
ち
、
「
東
国
」
は
あ
る
一
定
の
領
域
を
示
す
一
」
と
に
な
る
。

つ
ま
り
『
記
紀
」
を
読
む
際
、
「
東
国
」
を
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
と

法
政
史
学
第
七
十
一
号

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
三
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論

は
じ
め
に

訓
読
す
る
か
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
と
訓
読
す
る
か
常
に
解
釈
す
る
必

要
が
あ
り
、
さ
ら
に
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ー
ー
」
と
訓
読
す
る
際
は
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
領
域
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
も
注
意
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
ロ

ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ

「
拳
日
紀
」
に
お
け
る
「
東
川
」
の
事
例
を
検
討
し
て
い
く
と
、

エ
ミ
シ
を
意
識
し
た
記
述
が
幾
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
ア
ヅ

マ
」
と
い
う
概
念
の
成
立
、
そ
し
て
そ
の
領
域
の
画
定
に
エ
ミ
シ
が

深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
一
万
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
い

う
概
念
の
成
立
、
領
域
の
画
定
が
行
わ
れ
た
後
、
そ
の
領
域
に
住
む

人
々
を
「
束
人
」
と
い
う
人
間
集
団
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
成
立
に
は
、
「
エ
ミ
シ
」
と
「
東
人
」

の
二
つ
の
人
間
集
団
が
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て

「
ア
ヅ
マ
」
が
い
か
に
成
立
し
た
の
か
、
領
域
は
ど
の
よ
う
に
画
定
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「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
一
一
一
一
Ｍ
葉
を
耳
に
し
た
時
、
現
代
人
は
す
ぐ
に

「
束
」
の
文
字
を
凪
い
起
こ
す
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
ア
ヅ
マ
」
と

い
う
一
一
一
一
Ｍ
葉
は
最
初
か
ら
「
東
」
の
文
字
と
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
ま
ず
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
一
一
一
Ｍ
葉
が
発
生
し
、
あ
る
時
期
に

何
ら
か
の
理
由
で
「
東
」
の
文
字
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
は
何
か
を
考
え
る
場
合
、
意
味
や
語
源
に
つ
い

て
検
討
し
た
後
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
示
す
領
域
に
つ
い
て
考
察
す
る
べ

き
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
ア
ヅ
マ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
近
仙
脚
学
以
来
の
研
究
史
を
整
理
し
、

（
１
）

重
要
な
見
解
を
示
し
た
の
が
士
心
川
諄
一
氏
で
あ
る
。
志
川
氏
は
、

「
和
名
類
聚
抄
」
微
賎
類
鋪
二
十
二
で
「
辺
鄙
」
に
つ
い
て
「
文

選
」
巻
二
・
張
平
子
の
阿
京
賦
の
一
節
で
あ
る
「
豈
眩
二
辺
鄙
」
を

（
２
）

引
用
し
、
「
辺
鄙
訓
胴
壷
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ

し
て
、
「
辺
鄙
」
の
意
味
に
は
、
「
か
た
い
な
か
、
不
便
な
土
地
」

し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
領
域
と
周
辺
に
住
む
人
間
集
川
が
ど
の
よ

う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で

あ
る
。古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
水
川
）

「
ア
ヅ
マ
」
の
意
味
・
語
源
と
そ
の
領
域

ｌ
先
行
研
究
の
整
理
と
問
題
点
に
つ
い
て
Ｉ

と
、
「
ひ
ら
け
て
い
な
い
地
」
の
意
味
が
あ
り
、
遠
江
以
東
の
広
大

な
未
開
発
地
を
稲
作
農
耕
の
立
遅
れ
か
ら
、
あ
づ
ま
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
、
と
指
摘
し
た
。
志
Ⅲ
氏
は
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
の
発

生
時
期
を
、
弥
生
時
代
の
稲
作
文
化
の
東
進
と
の
関
係
の
中
で
捉
え

て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
私
は
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
一
一
一
一
Ⅱ

葉
の
発
生
時
期
に
つ
い
て
は
早
く
て
も
Ⅱ
阯
紀
末
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
た
め
一
一
一
一
ｍ
葉
の
発
唯
時
期
と
剛
山
に
つ
い
て
は
従
い
難
い
が
、

「
ア
ヅ
マ
」
が
「
辺
鄙
」
に
迦
じ
る
意
味
を
持
つ
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
賛
同
し
た
い
。

で
は
、
続
い
て
「
ア
ヅ
マ
」
の
語
源
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
見
解
が
出
さ
れ
て
き
た

が
、
近
年
は
二
つ
の
説
が
有
〃
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
西
郷
信

（
３
）

綱
氏
に
よ
る
「
ア
（
接
頭
壷
叩
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
）
」
説
と
、
高
橋
富

（
４
）

雄
氏
に
よ
る
「
ア
マ
（
天
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
）
」
鈍
で
あ
る
。

ま
ず
Ｗ
郷
氏
の
説
を
凡
て
い
き
た
い
。
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
一
一
一
一
Ｍ
葉

に
つ
い
て
、
阿
郷
氏
は
「
ア
」
は
接
頭
語
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
語
の
本
体
で
あ
る
「
シ
マ
」
は
「
端
」
の
意
味
で
あ
る
と

指
摘
し
た
。
ま
た
、
「
ア
ヅ
マ
」
は
大
和
か
ら
み
て
一
つ
の
端
な
る

辺
境
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
「
ア
ヅ
マ
」
の
対
偶
項
と
し
て
「
サ
ッ
マ
」

が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
西
郷
氏
は
、
「
ま
だ
名
の
存
し

な
か
っ
た
空
間
に
名
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
空
間
が
新
た
な
関

一戸■■

七
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連
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
版
図
の

両
端
が
ア
ヅ
マ
な
ら
び
に
サ
ッ
マ
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
は

大
和
の
王
権
が
こ
の
二
つ
の
辺
境
を
ま
さ
に
王
化
の
も
と
に
お
き
、

支
配
し
よ
う
と
欲
し
た
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
ア
ヅ

（
５
）

マ
」
「
サ
ッ
マ
」
の
成
一
ユ
の
揃
情
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
西
郷
氏
の
見
解
に
つ
い
て
、
千
川
稔
氏
は
そ
の
語
源
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
支
持
す
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
ア
ヅ
マ
」

と
「
サ
ッ
マ
」
の
空
間
的
広
が
り
の
差
が
あ
ま
り
に
大
き
い
と
問
題

視
し
、
「
サ
ッ
マ
」
は
九
州
の
南
、
陸
の
「
端
」
に
あ
る
が
、
あ
る

時
の
国
家
領
域
の
「
端
」
を
意
味
す
る
と
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必
然

性
は
無
い
と
し
て
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
サ
ッ
マ
」
を
対
偶
項
的
に
捉

（
６
）

雷
え
る
点
は
否
定
し
て
い
る
。

続
い
て
高
橋
氏
の
説
を
見
て
い
き
た
い
。
高
橋
氏
は
ま
ず
「
シ

マ
」
と
は
「
端
呉
も
の
の
は
し
・
ヘ
リ
な
ど
の
意
味
で
あ
る
と
す

あ
ま
つ
ま

る
。
そ
し
て
「
天
端
」
は
、
大
の
端
、
天
の
つ
き
る
へ
り
な
ど
の
意

あ
ま
さ
か

味
に
な
り
、
「
万
葉
集
」
巻
一
・
第
一
一
九
首
に
み
る
「
天
離
る
ひ
な
」

と
あ
る
の
と
同
じ
川
法
で
、
意
味
も
ほ
ぼ
Ｍ
じ
で
あ
ろ
う
と
し
て

（
７
）

い
る
。
古
同
橋
氏
は
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
ヒ
ナ
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
ま
ず
「
あ
づ
ま
は
本
来
、
ひ
な
の
中
の
ひ
な

の
意
味
で
特
別
ひ
な
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
熊
襲
の
問
題

の
終
結
と
と
も
に
辺
境
は
東
国
・
エ
ビ
ス
問
題
の
場
の
テ
ー
マ
と

法
政
史
学
第
七
十
一
号

な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
ヒ
ナ
」
が
東
国
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た

理
由
と
し
て
、
①
ひ
な
が
夷
の
形
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
②
そ
の
夷
が

エ
ミ
シ
ま
た
は
エ
ビ
ス
と
も
さ
れ
て
、
束
の
ひ
な
び
と
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
③
東
夷
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
夷
文
字
は
、
中
刷
の
蛮
族
観
念
の
東
夷
・
南
蛮
・
両

戎
・
北
狄
の
中
の
東
夷
に
あ
て
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
東
に
川
定
的

な
観
念
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
に
至
る
こ
と
、
の
三
つ
を
あ
げ
て

（
８
）

い
る
。

「
ア
ヅ
マ
」
の
語
源
を
「
ア
マ
（
天
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
と
と
捉

（
９
）

這
え
る
見
解
は
、
内
宮
一
氏
氏
に
よ
っ
て
も
一
爪
さ
れ
て
い
る
。
西
宮
氏

は
さ
ら
に
、
「
東
」
を
「
ア
ヅ
ヱ
と
よ
む
国
訓
の
成
立
時
期
は
大

化
改
新
の
孝
徳
天
皇
時
代
で
あ
る
と
し
、
畿
外
の
「
東
国
」
を
総
称

し
て
「
ア
ヅ
マ
」
と
一
一
一
一
ｍ
い
、
文
字
表
記
と
し
て
は
「
東
」
字
を
あ
て

ア
ヅ
マ

て
、
「
束
」
の
文
字
と
訓
が
一
体
と
な
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い

る
。こ
の
よ
う
に
、
「
ア
（
接
頭
語
こ
＋
「
シ
マ
（
端
）
」
説
と
「
ア

マ
（
天
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
こ
説
が
打
力
視
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の

（
、
）

両
説
を
踏
ま
宮
え
て
新
た
な
説
を
一
が
し
た
の
が
荒
井
秀
規
氏
で
あ
る
。

荒
井
氏
は
ま
ず
、
「
古
事
記
』
雄
略
天
皇
段
の
歌
謡
「
百
足
る
槻

が
枝
は
上
枝
は
阿
米
（
天
）
を
覆
へ
り
中
つ
枝
は
阿
豆
麻

（
東
）
を
覆
へ
り
下
枝
は
比
那
（
鄙
）
を
覆
へ
り
」
に
つ
い
て
、

￣

八
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「
阿
米
（
天
）
」
を
上
段
に
、
中
段
を
「
阿
豆
麻
（
東
と
、
後
段
を

「
比
那
（
鄙
こ
に
し
て
、
要
が
ヤ
マ
ト
の
扇
型
と
捉
え
る
べ
き
だ

と
す
る
。
そ
し
て
、
「
万
葉
集
』
の
夷
（
ヒ
ナ
）
・
夷
守
（
ヒ
ナ
モ

リ
）
、
「
延
喜
式
」
神
名
帳
の
美
濃
国
比
奈
守
神
社
な
ど
か
ら
改
新
詔

の
凹
至
畿
内
の
外
の
近
江
・
播
應
・
伊
勢
か
ら
筑
前
．
Ⅱ
向
・
越

後
・
美
濃
ま
で
を
夷
（
ヒ
ナ
）
と
し
、
東
方
に
お
い
て
は
美
濃
ま
で

が
夷
で
、
そ
こ
を
境
と
し
遠
江
・
信
濃
以
来
を
五
世
紀
後
半
ま
で
遡

（
ｕ
）

る
本
源
的
「
東
川
」
で
あ
る
と
す
る
平
野
邦
雄
氏
の
見
解
に
よ
り
、

「
阿
豆
麻
（
東
こ
は
「
比
那
（
鄙
こ
の
外
に
あ
る
辺
鄙
な
地
域
で

あ
る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
雄
略
記
歌
謡
で
は
、
東
方
の
み
を
問
題

と
し
た
が
、
西
方
に
も
「
ア
ヅ
マ
」
は
存
在
し
て
も
よ
く
、
そ
れ
が

両
郷
説
の
「
サ
ッ
マ
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
ア
ヅ
マ
」

の
「
ア
」
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
喜
左
雄
氏
に
よ
る
「
吾
つ
間
」
Ⅱ

「
吾
が
住
む
土
地
」
論
を
引
き
、
尾
崎
氏
が
毛
野
側
か
ら
見
た
「
吾

が
シ
マ
」
で
あ
る
と
し
た
点
は
奔
走
し
、
ヤ
マ
ト
側
の
語
で
あ
る
と

し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ヤ
マ
ト
王
権
が
日
己
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を

意
識
す
る
士
地
の
ヒ
ガ
シ
の
端
（
ツ
ヱ
Ⅱ
辺
鄙
な
処
が
「
あ
づ

ま
」
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
結
論
し
て
い
る
。
荒
井
氏
の
見
解
の
特

徴
は
、
ヤ
マ
ト
か
ら
見
て
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
と
い

う
概
念
が
存
在
し
た
こ
と
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
世
界
」
を
分

離
さ
せ
、
「
ア
ヅ
マ
」
が
「
ヒ
ナ
」
と
「
エ
ミ
シ
世
界
」
の
中
間
地

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
水
川
）

帯
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
大
き
く
分
類
す
る
と
三
つ
の
説
が
注
目
さ
れ
る
の

だ
が
、
い
っ
た
い
ど
の
説
が
支
持
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
「
ア
（
接
頭
語
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
と
説
を
支
持
し
つ
つ
、

「
ア
ヅ
マ
」
と
「
サ
ッ
マ
」
を
対
偶
項
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い

と
す
る
千
川
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
千
田
氏
は
「
ア
ヅ

マ
」
と
「
サ
ッ
マ
」
の
空
間
的
広
が
り
に
余
り
に
差
が
あ
る
と
し
て

（
皿
）

い
る
。
し
か
し
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
サ
ッ
マ
」
の
一
一
一
［
葉
の
成
立
門
時
、

そ
の
空
間
的
広
が
り
を
大
和
王
権
が
正
確
に
把
握
し
て
い
た
か
は
不

明
で
あ
る
。
西
郷
氏
は
、
も
と
も
と
辺
境
の
異
民
族
を
王
化
の
も
と

に
置
い
て
支
配
し
よ
う
と
し
た
意
識
に
蕊
づ
き
「
ア
ヅ
マ
」
や
「
サ

ッ
マ
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
空
間
の
具
体
的
面
積

や
現
実
的
地
形
に
つ
い
て
は
別
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、

空
間
的
広
が
り
の
差
を
も
っ
て
対
偶
項
的
に
捉
え
る
点
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
内
郷
説
を
支
持
す
る
と
し
た
場
合
、
矛
順
を
抱
え
る
こ
と

に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
高
橋
氏
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
高
橋
氏
は
「
ア
マ

（
天
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
）
」
説
を
提
唱
し
、
「
ア
マ
ッ
マ
（
天
端
と

は
東
西
に
あ
っ
た
が
、
熊
襲
の
問
題
の
終
結
と
と
も
に
辺
境
は
東

国
・
エ
ビ
ス
問
題
の
場
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
と
し
て
、
「
ア
ヅ
ご

「
ヒ
ナ
」
三
ミ
シ
」
を
関
連
づ
け
て
「
東
国
」
の
中
の
問
題
と
し

九
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（
過
）

て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
書
紀
」
全
体
の
中
で
、
九
州
の
問
題

は
果
し
て
過
去
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
国
家

が
東
方
の
蝦
夷
、
西
方
の
熊
襲
・
隼
人
を
支
配
し
よ
う
と
欲
し
対
偶

項
的
に
と
ら
え
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
日
本
武
尊
の
説
話
が

示
す
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
南
九
州
の
支
配
が
先
行

し
た
が
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
言
葉
の
成
立
段
階
で
支
配
展
開
の
差

が
ど
れ
ほ
ど
明
確
に
な
っ
て
い
た
の
か
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い
だ

ろ
う
。
ま
た
「
続
Ⅱ
本
紀
」
和
銅
三
年
（
七
一
○
）
正
月
壬
子
朔
条

で
は
、
隼
人
と
蝦
夷
を
と
も
に
朝
賀
に
参
列
さ
せ
、
騎
兵
に
率
い
さ

せ
て
行
進
さ
せ
て
い
る
。
「
書
紀
」
の
編
纂
時
、
隼
人
支
配
は
ま
さ

し
く
蝦
夷
支
配
と
対
置
さ
れ
る
現
在
進
行
中
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
大
和
王
権
が
政
治
的
領
域
と
し
て
の
「
シ
マ
（
端
と
を

意
識
し
た
際
、
こ
れ
を
東
国
に
特
化
さ
せ
て
南
九
州
を
除
い
た
と
は

考
え
難
い
。
「
ア
マ
ッ
マ
（
天
端
上
で
あ
れ
ば
古
く
は
東
両
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
蝦
夷
と
隼
人
を
対
置
さ
せ
る
意
識
が
続
い

て
い
る
以
上
、
「
ア
ヅ
マ
」
は
な
お
の
こ
と
八
世
紀
ま
で
東
西
に
等

し
く
残
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
「
ア
ヅ

マ
」
は
八
世
紀
段
階
で
は
東
方
を
指
す
言
葉
と
し
て
の
み
残
っ
て
い

る
。
よ
っ
て
、
「
ア
ヅ
ど
の
「
ァ
」
を
「
ア
マ
（
天
）
」
と
解
釈
す

る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
る
。

続
い
て
高
橋
氏
と
同
じ
く
「
ア
マ
（
天
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
こ
説

を
と
り
つ
つ
、
ま
た
別
の
問
題
に
も
触
れ
て
い
る
西
宮
氏
の
見
解
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
西
宮
氏
は
「
大
化
改
新
の
孝
徳
天
皇
時
代
、
畿

外
の
「
東
国
」
を
総
称
し
て
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
ひ
、
文
字
表
記
と
し

ア
ヅ
マ

て
は
「
東
」
字
を
以
て
宛
て
る
こ
と
に
し
て
か
ら
、
「
東
」
の
文
字

（
ｕ
）

と
訓
が
一
体
の
も
の
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
問

題
な
の
は
西
宮
氏
の
見
解
の
中
で
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
ヒ
ナ
」
の
関
係

に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
ア
ヅ
マ
」
の
示
す

領
域
を
考
え
る
に
は
、
大
和
王
権
の
勢
力
の
及
ぶ
範
朋
と
い
う
問
題

意
識
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
巾
で
「
ヒ
ナ
」
と
い
う
領
域
が
持
つ

意
味
は
大
き
い
。
「
ア
ヅ
マ
」
は
「
ヒ
ナ
」
の
地
の
さ
ら
に
外
側
に

存
在
す
る
こ
と
が
平
野
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
畿
外
の
「
東

国
」
を
総
称
し
て
「
ア
ヅ
マ
」
と
言
う
と
す
る
解
釈
は
成
り
立
ち
難

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
国
訓
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
東
」
字
が
結
び
つ
く

時
期
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
「
書
紀
』
の
人
名
が
一
つ
の
材
料
に
な

る
と
思
わ
れ
る
、
「
書
紀
」
鮮
明
即
位
前
紀
（
六
一
一
八
）
に
佐
伯
連

東
人
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
七
月
丙
子
条
に
三
輪
栗
隈
君
東
人
と

い
っ
た
人
名
が
見
ら
れ
る
。
「
東
人
」
と
い
う
概
念
が
七
世
紀
初
頭

以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
こ
の
頃
に
は
「
ア
ヅ
マ
ヒ

ト
」
は
東
方
に
住
む
人
々
と
い
う
認
識
と
、
そ
し
て
人
名
に
用
い
得

る
よ
う
な
特
定
の
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
よ
っ
て
「
東
」
に
「
ア
ヅ
マ
」
の
国
訓
が
結
び
つ
い
た
時
期
は

－

－

○
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さ
ら
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
私
は
基
本
的
に
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
サ
ッ
マ
」
は
と

も
に
大
和
王
権
が
異
民
族
支
配
を
Ⅱ
的
と
し
た
新
た
な
支
配
展
開
の

中
で
名
づ
け
た
名
称
で
あ
り
、
対
偶
項
的
に
捉
え
よ
う
と
い
う
意
図

の
も
と
に
発
生
し
た
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
ア
ヅ
マ
」

や
「
サ
ッ
マ
」
と
い
う
空
間
認
識
の
成
立
に
は
「
ヒ
ナ
」
が
密
接
に

関
係
し
て
い
る
と
の
立
場
に
立
つ
。
そ
の
た
め
、
西
郷
氏
の
「
ア

（
接
頭
語
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
）
」
説
を
基
本
的
に
支
持
し
、
ま
た
こ

れ
に
「
ヒ
ナ
」
と
「
ア
ヅ
マ
」
の
関
係
の
重
要
性
を
加
え
た
荒
井
氏

の
見
解
に
注
Ⅱ
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題

が
発
生
す
る
。
そ
れ
が
、
西
郷
氏
の
見
解
と
荒
井
氏
の
見
解
の
間
に

存
在
す
る
ズ
レ
で
あ
る
。
両
郷
氏
は
、
新
た
な
支
配
展
開
を
Ⅱ
的
と

す
る
地
に
つ
い
て
「
ア
ヅ
マ
」
「
サ
ッ
マ
」
の
名
称
を
つ
け
た
と
す

る
。
一
方
、
荒
井
氏
は
、
東
方
に
つ
い
て
は
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ

ミ
シ
世
界
〉
の
概
念
が
存
在
し
た
と
し
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ

枇
界
」
を
分
離
し
た
。
つ
ま
り
、
支
配
展
開
の
目
的
地
を
西
郷
氏
は

「
シ
マ
」
の
地
と
し
た
一
方
、
荒
井
氏
は
「
シ
マ
」
の
さ
ら
に
先
の

夷
狄
の
世
界
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
西
方
に
目
を

転
じ
る
と
問
題
が
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
「
続
日
本
紀
」
大
宝
二
年

ハ
ヤ
ヒ
ト

（
七
○
一
一
）
十
月
丁
酉
条
に
は
「
唱
更
国
司
等
鴎
雌
檸
一
一
一
一
口
。
於
二
国
内

要
害
之
地
Ｃ
建
し
柵
置
レ
戊
守
し
之
。
許
し
焉
」
と
あ
り
、
薩
摩
国
は
隼

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

人
の
根
源
地
と
し
て
八
世
紀
初
頭
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
「
サ
ッ
マ
」
は
「
シ
マ
」
で
あ
り
な
が
ら
隼
人
の
根
源
地
と
し

て
認
識
さ
れ
る
に
到
っ
て
お
り
、
荒
井
氏
の
兄
解
は
こ
の
点
で
矛
盾

を
抱
え
る
こ
と
に
な
る
ｏ
ま
た
、
荒
井
氏
は
「
ヒ
ナ
」
の
理
解
に
つ

い
て
平
野
氏
の
見
解
に
依
拠
す
る
が
、
平
野
氏
は
「
ア
ヅ
マ
（
東
）

と
ヒ
ナ
（
夷
）
の
境
界
は
、
ほ
ぼ
遠
江
・
信
濃
と
美
濃
の
間
に
あ
る

と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
ア
ヅ
マ
（
束
）
の
地
が
、
エ

（
巧
）

ミ
、
ン
（
夷
）
の
居
住
し
た
世
界
と
な
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ

こ
で
も
や
は
り
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
肚
界
」
を
分
離
す
る
と
い

う
斑
解
に
つ
い
て
は
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
矛
盾
の
生
じ
た
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
「
シ
マ
」

の
外
に
夷
狄
の
阯
界
が
あ
る
と
す
る
認
識
の
成
立
が
、
明
確
な
「
シ

マ
」
の
領
域
の
画
定
、
「
シ
マ
」
の
領
域
に
住
ん
で
い
た
人
間
集
川

の
分
離
、
そ
の
人
間
集
団
を
明
確
に
分
類
す
る
基
準
の
確
立
、
を
川

時
に
果
た
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
東
国
に
お
い
て
は
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
壯

界
〉
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
後
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
具
体
的
釧

域
が
画
定
さ
れ
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
領
域
か
ら
完
全
に
エ
ミ
シ
が
除
か

れ
、
「
ア
ヅ
マ
」
に
住
む
人
々
を
「
東
人
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
る
こ

と
が
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
害
紀
」
に
州
て
く
る
「
東
国
」
と
い
う

｜
｜
’
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「
書
紀
」
の
中
で
「
東
国
」
と
い
う
一
一
一
一
Ｍ
葉
は
二
七
回
使
わ
れ
て
い

る
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
東
国
」
に
は
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」

と
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
の
二
つ
の
訓
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ

が
、
で
は
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
と
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
を
分
け
て
解

釈
す
る
そ
の
根
拠
は
何
に
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

言
葉
が
示
す
領
域
に
は
幾
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
東

国
」
と
い
う
領
域
概
念
の
時
期
的
な
変
化
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
シ
マ
」
と
い
う
空
間
が
時
間
と
と
も
に
変
化

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
具
体
的
領
域
も
移
動

し
た
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
注
意
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
、
「
ア
ヅ
マ
」
の

具
体
的
な
領
域
の
画
定
に
伴
う
問
題
と
し
て
、
そ
こ
に
居
住
す
る
人

間
集
団
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
ど
の
う
よ
う
に
関
係
す
る
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

こ
れ
よ
り
先
は
、
①
荒
井
氏
の
指
摘
す
る
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ

シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
②
「
ア
ヅ
ニ
と
い
う
領
域
の
成
立
③
「
ア

ヅ
マ
」
の
領
域
か
ら
の
エ
ミ
シ
の
北
方
へ
の
移
動
と
「
東
人
」
と
い

う
人
間
集
団
の
成
立
、
の
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
特
に
注
意
を
払
い

つ
つ
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

法
政
史
学
第
七
十
一
号

｜
｜
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
｜
｜
」
と
「
ア
雨
ツ
マ
ノ
ク
ニ
」

先
行
研
究
の
中
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
が
尾
崎
喜
左
雄
氏
の
見
解

で
あ
る
。
尾
崎
氏
は
、
「
東
国
」
の
訓
み
に
つ
い
て
、
「
東
」
を
「
ヒ

ガ
シ
」
と
す
る
場
合
は
方
向
を
、
「
ア
ヅ
マ
」
ま
た
は
「
ア
ッ
マ
」

（
焔
）

と
す
る
場
〈
口
は
特
定
の
地
域
を
指
す
と
し
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
指

摘
で
あ
る
が
、
第
一
章
に
お
け
る
「
ア
ヅ
マ
」
の
意
味
と
語
源
に
つ

い
て
の
考
察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。

両
者
の
根
本
的
な
違
い
は
、
「
ヒ
ガ
シ
」
が
方
位
を
表
す
言
葉
で

あ
る
の
に
対
し
、
「
ア
ヅ
マ
」
は
「
シ
マ
」
と
い
う
領
域
を
表
す
言

葉
を
本
体
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
「
東
国
」
を
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
と
訓
読
し
た
場
合
、
「
ア
ヅ

マ
」
と
い
う
空
間
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
領
域
が
両
定
さ

れ
、
そ
の
領
域
の
中
に
存
在
す
る
「
国
」
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
「
ア
ヅ
マ
」
の
空
間
認
識
は
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世

界
〉
の
概
念
の
成
立
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
王
権
か

ら
見
て
「
ヒ
ナ
」
の
外
側
で
か
つ
「
エ
ミ
シ
世
界
」
と
の
間
の
領
域

を
表
す
「
東
国
」
は
、
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
平

野
邦
雄
氏
は
、
東
方
の
「
ヒ
ナ
」
の
領
域
は
名
張
山
・
横
河
か
ら
美

（
Ⅳ
）

濃
と
遠
江
・
信
濃
の
問
ま
で
だ
と
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
ア
ヅ
マ
」

は
基
本
的
に
信
濃
・
遠
江
か
ら
東
方
へ
、
エ
ミ
シ
枇
界
と
の
境
界
ま

で
広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら

二

二
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な
い
の
が
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
領
域
が
必
ず
し
も
間
定
さ
れ
て
い
る
訳

で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
エ
ミ
シ
世
界
」
は
王
権
の
武
力
に
よ
る

征
討
と
正
化
に
よ
る
支
配
展
開
に
よ
り
北
へ
移
動
す
る
。
す
る
と
必

然
的
に
「
ア
ヅ
マ
」
は
「
エ
ミ
シ
世
界
」
が
後
退
し
た
地
を
吸
収
し

広
が
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
そ
れ
ま
で
王

権
が
支
配
し
て
い
た
地
よ
り
さ
ら
に
遠
方
の
土
地
に
つ
い
て
の
地
理

的
知
識
も
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
〈
ヒ
ナ
↓
ア

ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
仙
界
〉
の
概
念
が
成
立
し
て
も
、
「
ア
ヅ
ヱ
の
領

域
は
エ
ミ
シ
と
の
関
係
の
中
で
変
化
す
る
た
め
、
こ
れ
を
段
階
的
に

捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
と
訓
読
し
た
場
合
に
は
、
王

権
の
あ
る
地
を
中
心
に
し
て
、
束
力
に
あ
る
全
て
の
Ｎ
を
指
す
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
「
ヒ
ナ
」
も
「
ア
ヅ
マ
」
も
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
王
権
の
あ
る
地
か
ら
東
方
の

「
国
」
を
表
す
以
上
、
結
果
と
し
て
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
も
ま
た
あ

る
領
域
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
が
、
王

権
の
位
慨
に
よ
っ
て
変
化
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
大
津
宮
が
営
ま
れ
た
後
、
近
江
は
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
か
ら
外

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
鹸
人
の
問
題
は
越
を

含
む
か
否
か
で
あ
る
。
越
を
含
む
「
東
国
」
の
用
例
が
存
在
す
る
点

に
つ
い
て
、
荒
井
秀
規
氏
は
、
「
宋
書
」
巻
九
十
七
・
列
伝
五
十
七
・

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
、
水
川
）

夷
蛮
伝
に
お
け
る
倭
王
武
の
上
表
文
に
「
渡
平
一
海
北
九
十
五
国
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
列
島
内
に
北
は
無
く
、
そ
れ
は
東
に
含
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
大
地
を
東
西
に
認
識
す
る
概
念
の
中
で
「
記
紀
」

の
「
東
（
方
）
」
が
必
ず
し
も
南
北
を
抓
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
に

留
意
し
た
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
蓄
紀
」
紫
行
天
堪
二
十
五
年

七
月
壬
午
条
の
「
北
陸
及
東
力
諸
国
」
や
『
古
事
記
」
祭
神
天
皇
段

の
「
高
志
道
」
「
東
方
十
二
道
」
等
は
、
天
武
朝
に
成
立
し
た
令
制

（
旧
）

の
七
道
制
に
雄
づ
い
た
記
述
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ

「
東
国
」
は
、
近
江
が
大
津
宵
が
偶
か
れ
た
後
に
外
れ
る
が
、
基

本
的
に
王
権
の
あ
る
地
か
ら
束
〃
の
諸
川
全
て
を
指
す
と
し
て
良
い

だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
と
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」
の
違
い
の

根
拠
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
で
は
、
「
書
紀
」
に
お
け
る
三
七

の
「
東
同
」
の
聯
例
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
「
ア
ヅ
マ
ノ

ク
ニ
」
の
ど
ち
ら
に
分
類
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
「
ア
ヅ
マ
ノ
ク
ニ
」

に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
段
階
的
区
分
が
想
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
「
書
紀
」
中
に
見
る
「
東
川
」
が
示
す
領
域
の
分
類
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
ん
洲
、
「
ア
ヅ
マ
」
成
立
に
「
ヒ
ナ
」
と
「
エ
ミ
シ
世
界
」

が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
の
視
点
か
ら
分
類
を
行
っ
て
い
る
の
は
平

野
氏
と
荒
井
氏
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
野
氏
の
検
討
対
象
は

「
書
紀
」
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
条
に
お
け
る
壬
巾
の
乱
関
係
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史
料
に
見
ら
れ
る
事
例
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
事
例
に

（
卯
）

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
二
七
の
「
東
国
」
の
事

例
全
て
を
検
討
し
た
う
え
で
分
類
を
行
っ
た
荒
井
氏
の
説
を
支
持
し

た
い
と
考
え
る
。

で
は
、
荒
井
氏
に
よ
る
「
東
川
」
の
分
類
に
つ
い
て
見
て
お
き

上
山
・

Ｉ
「
東
方
国
」
：
・
ヤ
マ
ト
の
ヒ
ガ
シ
の
す
べ
て
の
地

（
表
１
１
８
．
Ｍ
．
肥
・
Ⅳ
．
旧
・
四
・
妬
・
〃
）

・
ヒ
ガ
シ
の
概
念
の
派
生
に
伴
い
、
最
も
古
い
時
期
に
成
立
。

．
Ⅱ
Ⅲ
に
加
え
、
近
江
・
美
濃
・
伊
賀
・
伊
勢
・
志
摩
・
越

（
北
陸
）
を
含
む
□
近
江
遷
都
後
は
近
江
を
除
く
。

・
美
濃
不
破
関
・
伊
勢
鈴
鹿
関
以
東
の
東
山
・
東
海
を
特
に

「
関
東
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
伊
勢
を
除

く
こ
と
も
あ
る
。

．
「
関
東
」
は
淵
初
北
陸
を
含
ま
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
後

に
は
近
江
逢
坂
関
以
東
の
近
江
・
北
陸
を
含
む
地
と
な

り
、
「
束
万
国
」
と
「
関
東
」
が
一
致
す
る
。

Ⅱ
ア
ヅ
マ
…
東
海
遠
江
・
東
山
信
濃
以
東
。
陸
奥
を
含
ま
な
い

（
表
１
１
１
．
２
．
３
．
４
．
５
．
６
．
７
．
９
．

Ⅱ
．
、
。
Ｈ
・
皿
・
囮
・
加
・
皿
）

・
五
世
紀
後
半
以
前
に
成
立
。

法
政
史
学
第
七
十
一
号

・
令
制
下
に
防
人
徴
発
や
束
歌
の
採
録
の
範
囲
。

・
大
化
前
代
に
は
ヤ
マ
ト
王
権
の
及
ぶ
範
囲
で
当
初
は
陸
奥

を
含
め
な
い
。

Ⅲ
坂
東
ア
ヅ
マ
…
相
模
足
柄
峠
・
上
野
碓
日
峠
以
来
で
陸
奥
を

含
む

（
表
１
１
４
地
名
起
源
説
話
の
「
あ
づ
ま
」
・
皿
・
別
・

妬
）

．
Ⅱ
ア
ヅ
マ
が
陸
奥
を
含
む
と
共
に
Ⅲ
を
内
部
に
区
阿
し
、

七
世
紀
前
半
に
成
立
。

・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
説
話
が
「
あ
づ
ま
」
の
国
と
す
る
政
治

的
領
域
。

荒
井
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
「
書
紀
」
の
「
東
同
」
を
三
つ
に
分
類

し
た
。
１
束
〃
国
に
つ
い
て
は
、
ヤ
マ
ト
か
ら
見
た
東
方
の
川
を
指

し
、
「
ヒ
ガ
シ
ノ
ク
ニ
」
と
訓
読
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ
収
束
ア
ヅ
マ
の
成
立
を
七
川
紀
前
半
と
し
、
陸
奥
を
含
む
と
す

る
点
に
つ
い
て
は
、
「
書
紀
」
箭
明
天
皇
九
年
（
六
一
一
一
七
）
是
歳
条

に
上
毛
野
莉
形
名
に
よ
る
蝦
夷
征
討
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

問
題
は
無
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
エ
ミ
シ
と
の
関
係
で
注
意
し
て

お
き
た
い
の
は
、
Ⅲ
坂
東
ア
ヅ
マ
が
成
立
し
た
七
世
紀
前
半
は
、
当

時
の
王
権
中
枢
部
が
陸
奥
だ
け
で
は
な
く
越
の
エ
ミ
シ
と
の
接
触
を

意
識
し
だ
し
た
時
期
に
相
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
『
書
紀
」
皇
極
天

一

一

四
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皇
元
年
（
六
四
二
）
九
月
癸
四
条
に
は
、
「
越
辺
蝦
嬢
、
数
千
内
附
」

と
あ
る
。
人
数
は
誇
張
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
越
の
エ
ミ
シ
と

の
接
触
を
記
し
た
初
見
記
事
で
あ
る
こ
と
は
注
Ⅱ
に
値
す
る
。
Ｍ
年

十
月
甲
午
条
に
は
「
饗
二
蝦
峡
於
朝
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
さ
ら

に
川
年
十
Ⅱ
Ｊ
内
条
に
は
、
「
蘇
我
大
胞
設
・
蝦
峡
於
家
へ
而
躬
慰

問
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
皇
極
朝
に
お
い
て
越
の
エ
ミ
シ
の
朝

貢
が
あ
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く
鋼
爽
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
越
へ
の
意
識

の
高
ま
り
が
、
斉
明
朝
の
阿
倍
比
羅
夫
の
北
征
記
事
を
中
心
と
す
る

一
連
の
史
料
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
「
書
紀
』
斉
明
天
皇
元
年
（
六

五
五
）
七
Ⅱ
己
卯
条
に
は
「
於
・
難
波
軌
ぺ
響
き
化
錘
。
蝦
夷
九
十
九

人
、
東
轆
陸
蝦
夷
九
十
五
人
一
」
と
あ
り
、
越
を
北
、
陸
奥
を
東
と

認
識
し
、
エ
ミ
シ
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
集
川
と
し
て
遇
し
て
い
る
。
Ⅲ

坂
東
ア
ヅ
マ
の
成
立
は
、
陸
奥
と
越
に
対
す
る
地
理
的
な
知
識
が
あ

る
程
度
蓄
積
さ
れ
、
束
Ｔ
陸
奥
）
の
み
で
は
な
く
北
丁
越
）
の

エ
ミ
シ
に
対
す
る
意
識
の
高
ま
り
と
も
連
動
し
て
い
た
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。

エ
ミ
シ
と
の
関
係
で
今
回
注
Ⅱ
す
る
の
は
Ⅱ
ア
ヅ
マ
で
あ
る
。
Ⅱ

ア
ヅ
マ
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
防
人
の
徴
発
や
束
歌
の
採
録
と
い
っ

た
具
体
的
事
例
に
よ
る
も
の
で
あ
り
問
題
は
無
い
と
考
え
る
。
し
か

し
、
陸
奥
を
含
ま
な
い
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
〈
ヒ
ナ

↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
壯
界
〉
と
い
う
概
念
が
成
立
し
た
当
初
に
お
い

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
は
い
か
に
し
て
画
定
し
た
の
か
。
ま
た
そ
こ
に

住
む
人
間
集
川
は
領
域
の
川
定
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
、
ま
た
そ
の

影
響
を
受
け
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
、
ま
ず

「
書
紀
」
に
お
け
る
「
火
川
（
Ⅱ
ア
ヅ
マ
ヒ
の
仙
川
例
と
、
そ
の

前
後
の
エ
ミ
シ
関
係
記
事
が
い
か
に
連
動
し
て
い
る
の
か
を
検
討
し

て
い
く
。
こ
こ
で
主
に
対
象
と
す
る
の
は
、
エ
ミ
シ
の
初
見
記
事

と
、
景
行
紀
の
日
本
武
尊
の
東
征
説
話
、
そ
し
て
崇
峻
天
皇
五
年

（
五
九
二
）
十
一
月
Ｃ
巳
条
（
表
１
１
９
）
前
後
の
エ
ミ
シ
関
係
記

事
で
あ
る
。

て
、
そ
の
奥
の
地
理
的
情
報
は
不
明
確
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
Ⅱ
ア
ヅ
マ
が
具
体
的
領
域
を
画
定
し
、
そ
こ
に
住
む
人
間
集
団

が
分
離
さ
れ
て
い
く
過
程
こ
そ
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
問
題
意
識
を
持
ち
つ
つ
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
成
立
時
期
を
五
枇
紀

後
半
以
前
と
す
る
点
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
基
本
的
に
荒
井
氏
の
「
東
国
」
の
分
類
を
支
持

す
る
が
、
エ
ミ
シ
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
な
お
そ
う
と
す

る
と
、
幾
つ
か
疑
問
が
持
た
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
次
章
で
こ

れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

ｌ■■■■■

■■■■■■■■■

〈
ヒ
ナ
ー
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
と

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ

「
東
夷
」

一一

一

五
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Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
初
見
は
「
書
紀
」
神
代
下
・
天
孫
降
臨
（
表
１
１

１
）
に
見
る
下
総
香
取
神
社
の
祭
神
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
エ
ミ
シ
の
初
見
は
、
神
武
天
皇
即
位
前
紀
戊
午
年
十
月
癸

巳
条
に
記
さ
れ
た
「
愛
禰
詩
烏
、
砒
儀
利
、
毛
々
那
比
苔
、
比
苔
破

ひ
だ
り
も
も
ひ
と
ひ
と

易
陪
廼
毛
、
多
牟
伽
砒
毛
勢
儒
（
エ
ミ
シ
を
一
人
百
な
人
人

い
た
む
か
ひ

は
云
へ
ど
も
抵
抗
も
せ
ず
）
」
と
い
う
歌
一
謡
で
あ
る
。
道
臣
〈
叩
が

大
来
目
部
を
率
い
、
忍
坂
邑
で
八
十
鳧
帥
の
残
党
を
討
っ
た
際
の
戦

勝
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
歌
謡
の
「
エ
ミ

シ
」
は
、
東
北
地
力
の
人
々
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
書
紀
」
編

者
が
神
武
天
皇
に
よ
る
東
遷
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
、
大
和
の
忍
坂

邑
の
場
面
で
こ
の
歌
一
謡
を
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
工
藤
雅
樹

氏
は
こ
の
歌
謡
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
エ
ミ
シ
」
と
は
古
い
時
期
の

Ⅱ
本
語
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
は
不
明
だ
が
、
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」

畏
怖
と
尊
敬
の
念
の
入
り
混
じ
っ
た
語
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、

こ
の
歌
謡
の
「
エ
ミ
シ
」
は
強
い
相
手
で
は
あ
っ
て
も
異
民
族
ら
し

い
点
は
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
て
乢
秘
・
「
書
紀
』
に
お
い
て
「
東

国
」
は
最
初
か
ら
エ
ミ
シ
と
関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
訳
で
は

な
い
。
ま
た
何
よ
り
、
エ
ミ
シ
も
そ
の
初
見
記
事
に
お
い
て
、
夷
狄

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
書
紀
」
は
、
大
和
王
権
以
来
の
「
東
国
」
と
「
エ

ミ
シ
」
に
対
す
る
認
識
を
ど
こ
で
説
明
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
、

法
政
史
学
第
七
十
一
号

一
一
一
ハ

（
幻
）

景
行
紀
の
、
口
本
武
尊
の
東
征
説
話
で
あ
る
。
神
武
紀
の
初
見
記
事
以

後
、
エ
ミ
シ
は
景
行
紀
ま
で
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
書
紀
』
の
編

者
が
、
大
和
王
権
に
よ
る
過
去
の
支
配
展
開
の
実
態
を
あ
る
程
度
反

映
さ
せ
つ
つ
、
編
纂
当
時
の
国
家
が
推
進
し
た
武
力
に
よ
る
征
討
と

王
化
に
よ
る
異
民
族
支
配
の
正
統
性
を
、
景
行
紀
で
説
明
し
よ
う
と

意
図
し
た
こ
と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
景
行
紀
に
い
た
り
、
「
書
紀
」
で
は
じ
め
て
「
蝦
夷
」
の
語

（
型
）

が
登
場
す
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
注
Ⅱ
さ
れ
る
の
は
「
東
火
」
の
誕
叩
が

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
東
夷
」
の
用
例
は
、
「
秤
紀
」
の
中

（
躯
）

で
は
景
行
紀
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
室
口
紀
」

編
纂
段
階
に
お
け
る
国
家
の
概
念
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
で
は
、
そ
の
「
東
夷
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て

い
る
の
か
。
鼠
行
天
皇
二
十
七
年
一
一
Ⅱ
壬
子
条
に
は
「
東
夷
之
巾
、

有
『
Ⅲ
高
見
Ｎ
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
人
間
集
川
の
み
を
指

（
妬
）

す
の
で
は
な
く
、
空
間
的
意
味
も
含
ん
で
い
る
と
一
一
一
［
え
る
。
ま
た
、

同
条
は
続
け
て
「
其
国
人
、
男
女
並
椎
結
文
し
身
、
為
し
人
勇
桿
。
是

総
曰
と
蝦
夷
」
と
し
て
い
る
。
東
夷
Ⅱ
蝦
夷
で
は
な
く
、
東
夷
Ⅳ
蝦

夷
と
い
う
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
景
行
天
皇
四
十
年

七
月
戊
戌
条
に
は
「
其
東
夷
之
巾
、
蝦
夷
是
尤
強
焉
」
と
あ
る
。
こ

れ
を
素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
「
東
夷
」
の
中
に
幾
つ
か
の
集
団
が
あ

り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
蝦
夷
」
が
含
ま
れ
る
と
認
識
し
て
い
た
と

Hosei University Repository



み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
東
夷
」
と
は
、
空
間
的
意
味
を
含
む
こ
と
が

あ
り
、
ま
た
人
間
集
団
と
し
て
の
意
味
に
お
い
て
は
東
夷
Ｗ
蝦
夷
と

（
、
）

い
、
７
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

平
野
邦
雄
氏
は
、
こ
の
「
東
夷
」
は
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
と
読

む
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
「
東
（
ア
ヅ
マ
ヒ
と
い
う
政
治
的
領
域
に
川

住
す
る
「
夷
ニ
ミ
シ
）
」
と
い
う
集
団
名
を
指
す
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
三
景
行
紀
』
の
文
脈
は
、
「
東
」
（
ア
ヅ
マ
）
と

い
う
特
定
の
政
治
領
域
に
居
住
す
る
「
東
夷
」
と
、
「
陸
奥
」
と
い

う
地
域
に
居
住
す
る
「
蝦
夷
」
を
対
比
的
に
の
べ
て
い
る
の
で
、

「
暴
神
」
に
た
い
す
る
「
蝦
夷
」
と
も
記
さ
れ
、
そ
こ
に
は
後
者
を

前
者
の
特
殊
な
形
態
で
あ
る
と
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
」
と
し
て

（
配
）

い
る
。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
つ
疑
問
が
あ

ア
ヅ
マ

エ
ミ
、
、
ン

る
。
そ
れ
は
、
「
東
」
に
居
住
す
る
「
夷
」
と
、
「
陸
奥
」
や
「
Ⅱ

エ
ミ
、
、
ン

吉
阿
見
川
」
に
居
住
す
る
「
蝦
夷
」
と
の
違
い
で
あ
る
。
平
野
氏
は
、

「
釈
日
本
紀
』
巻
十
・
述
義
六
の
「
Ｈ
高
見
同
」
を
説
明
す
る
公
望

私
記
が
引
く
『
常
陸
国
風
化
記
」
逸
文
に
「
信
太
郡
云
々
。
古
老

日
、
御
宇
難
波
長
柄
豊
前
南
之
天
里
御
世
、
癸
阯
年
、
小
川
上
物
部

河
内
・
大
乙
上
物
部
会
津
等
、
請
：
総
領
高
向
大
夫
等
、
分
・
筑
波
・

茨
城
郡
七
百
一
Ｆ
置
鴉
信
太
郡
一
心
此
地
本
Ⅱ
高
見
剛
云
々
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
「
日
高
見
国
」
が
後
に
常
陸
と
な
る
地
域
を
指
し
て
い
た

時
期
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
Ⅱ
高
見
川
」
が
や
が
て
後
に

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

陸
奥
と
な
る
地
域
を
指
す
よ
う
に
変
化
し
た
。
そ
の
た
め
、
「
書
紀
」

の
日
本
武
尊
の
東
征
説
話
は
本
来
「
日
高
見
国
（
常
陸
）
」
の
「
東

夷
」
が
対
象
だ
っ
た
が
、
「
日
高
児
川
（
陸
奥
と
の
「
蝦
夷
」
に
つ

（
”
）

い
て
の
記
述
が
後
か
ら
付
け
加
適
え
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
。
こ
れ
は
、

「
書
紀
」
編
纂
過
程
で
唯
じ
た
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ

が
、
こ
れ
だ
け
で
は
両
者
の
根
本
的
な
違
い
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に

は
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
伽
者
の
違
い
は
何
か
。
環
行
紀
に
お
け
る
「
東
夷
」

と
「
蝦
夷
」
の
性
質
に
つ
い
て
の
記
述
を
検
討
す
る
。

（
史
料
１
）
「
諜
紀
」
景
行
天
皇
四
十
年
七
川
戊
戊
条

（
前
略
）
朕
聞
、
其
東
夷
也
、
識
性
暴
強
。
凌
犯
為
し
宗
。

村
之
雌
し
長
、
色
之
勿
レ
筒
□
各
貧
三
封
堺
、
帷
机
盗
略
。
亦

山
有
邪
神
Ｃ
郊
右
姦
鬼
心
遮
レ
衡
塞
し
径
。
多
令
し
許
し
人
。

其
東
夷
之
巾
、
蝦
夷
避
尤
強
焉
。
男
女
交
居
、
父
子
無
し
別
。

冬
則
宿
し
穴
、
夏
則
住
し
楪
○
衣
し
毛
飲
レ
Ⅲ
、
兄
弟
相
疑
。

登
レ
山
如
『
飛
禽
へ
行
し
草
如
き
走
獣
Ｃ
承
し
恩
則
忘
。
見
し
怨
必

報
。
是
以
、
箭
蔵
：
頭
髻
へ
〃
伽
・
衣
中
Ｃ
或
聚
上
党
類
、
而

犯
：
辺
堺
Ｃ
或
伺
竜
農
薬
へ
以
略
・
人
氏
。
撃
則
隠
し
草
。
追
則

入
し
山
・
故
往
古
以
来
、
未
し
染
王
化
○
（
後
略
）

「
蝦
夷
」
の
性
質
を
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
中
国
史
書
に
お

け
る
東
夷
の
観
念
を
そ
の
ま
ま
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
多
く
の
先

一

一

七
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学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
「
東
夷
」
の
性
質
に
つ

い
て
の
記
述
を
見
て
い
く
と
、
「
東
夷
」
の
中
に
秩
序
が
無
い
こ
と

を
第
一
の
問
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
東
夷
」
の
空

間
の
中
の
山
や
郊
に
「
邪
神
」
や
「
姦
鬼
」
が
居
り
、
交
通
を
妨
げ

て
い
る
こ
と
を
第
二
の
問
題
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち

ら
の
問
題
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
東
夷
」
の
集
川
内
も
し
く
は
「
東

夷
」
の
空
間
内
の
問
題
で
あ
り
、
大
和
王
権
側
の
領
域
を
侵
略
す
る

集
団
と
し
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
中
国
史
書
の
反
映
に

よ
る
「
蝦
夷
」
の
性
質
に
「
犯
上
辺
堺
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ

の
点
か
ら
、
「
東
夷
」
は
す
で
に
大
和
王
権
の
勢
力
が
及
ん
だ
あ
る

一
定
の
領
域
内
の
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ

の
一
定
の
領
域
こ
そ
が
「
ア
ヅ
マ
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
エ
ミ
シ

に
、
「
東
夷
」
の
文
字
が
あ
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
陸
奥
」

や
「
Ⅱ
高
見
国
」
の
「
蝦
夷
」
と
の
根
本
的
違
い
で
あ
り
、
ゆ
え
に

「
蝦
夷
」
に
つ
い
て
の
み
「
故
往
古
以
来
、
未
し
染
『
王
化
」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ

そ
も
そ
も
「
東
央
」
は
い
つ
成
立
し
た
の
か
。
平
野
氏
は
、

エ
ミ
シ
（
東
夷
）
、
ア
ヅ
マ
（
東
）
、
ヒ
ナ
（
夷
）
の
概
念
の
成
立
は

（
卯
）

五
肚
紀
後
半
に
は
成
立
し
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
荒
井
秀
規
氏
は
、

Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
成
立
を
五
世
紀
後
半
以
前
と
す
る
。
稲
荷
山
古
墳
か
ら

川
土
し
た
辛
亥
年
（
四
七
二
銘
鉄
剣
や
、
そ
れ
を
さ
ら
に
遡
る
と

法
政
史
学
第
七
十
一
号

さ
れ
る
下
総
の
稲
荷
台
古
墳
壬
賜
銘
鉄
剣
の
山
上
等
か
ら
、
五
肚
紀

後
半
ま
で
に
大
和
王
権
の
勢
力
が
現
在
の
関
東
地
方
ま
で
及
ん
で
い

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
「
宋
書
」
巻
九

十
七
・
列
伝
五
十
七
・
夷
蛮
伝
に
お
け
る
倭
王
武
の
上
表
文
に
「
東

征
・
毛
人
一
五
十
五
国
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
つ
の
画
期
が
あ
っ
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
ン

と
い
う
概
念
の
成
立
、
「
東
夷
」
の
成
立
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の

阿
定
の
関
係
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
五
世
紀
後
半

に
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。最
初
に
成
立
し
た
の
は
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
と

い
う
概
念
で
あ
る
。
大
和
飛
権
に
よ
る
「
ア
ヅ
マ
」
へ
の
面
接
的
な

勢
力
の
扶
植
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
名
代
・
子
代
の
設
定

で
あ
る
。
狩
野
久
氏
は
、
名
代
の
設
定
が
在
位
年
数
の
明
ら
か
な

五
・
六
世
紀
の
倭
大
王
ご
と
に
行
わ
れ
た
の
は
確
か
で
あ
る
と
し
て

（
皿
）

い
る
。
ま
た
、
稲
荷
川
鉄
剣
銘
の
「
杖
刀
人
首
」
と
い
う
一
一
一
口
葉
は
、

寺
村
武
彦
氏
の
指
摘
す
る
「
人
制
」
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

（
犯
）

す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
世
紀
後
半
に
大
和
王
権
が
現
在
の
関
東
地

方
へ
勢
力
を
及
ぼ
し
、
対
「
毛
人
（
エ
ミ
シ
ヒ
問
題
を
意
識
し
は

じ
め
た
中
で
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
の
概
念
は
成
立
し

た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
エ

－

－
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ミ
シ
は
本
来
、
神
武
紀
の
歌
謡
に
見
る
よ
う
に
「
強
く
て
恐
ろ
し

い
」
畏
怖
と
尊
敬
の
念
の
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
「
ヒ
ナ
」
の
外
の
世
界
で
あ
る
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ

世
界
」
に
相
当
す
る
地
域
に
住
む
人
々
は
、
も
と
も
と
こ
の
神
武
紀

の
歌
謡
の
よ
う
な
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」
人
間
集
川
の
エ
ミ
シ
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
表
記
と
し
て
「
毛
人
」
が
あ
て
ら
れ
る
よ
う

（
羽
）

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
大
和
王
権
に
よ
る
現
在
の
関
東
地
方

へ
の
勢
力
扶
楠
の
過
程
で
、
そ
の
支
配
に
従
う
集
団
と
、
反
発
す
る

集
団
に
分
裂
し
た
。
そ
し
て
、
反
発
す
る
集
団
を
祉
討
対
象
と
し
、

倭
王
武
の
上
表
文
で
は
「
毛
人
」
と
表
記
し
た
と
考
え
る
。
ま
た
、

そ
の
時
期
に
こ
そ
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
の
概
念
の
成

立
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
枇
界
〉
概
念
の
成
立
に
よ
り
従

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ

さ
れ
た
の
が
、
「
東
夷
」
の
成
立
で
あ
る
。
征
討
対
象
と
し
て

エ
ミ
・
ン

「
毛
人
」
が
意
識
さ
れ
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
空
間
認
識
が
生
ま
れ

た
。
こ
の
新
た
に
「
ア
ヅ
マ
」
と
さ
れ
た
空
間
に
以
前
か
ら
居
住

し
、
神
武
紀
の
歌
一
謡
の
よ
う
な
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」
人
間
集
団
の

エ
ミ
シ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
人
々
が
、
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
と
名

づ
け
ら
れ
た
と
考
え
る
。
は
じ
め
か
ら
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
空
間
に

居
る
集
団
で
あ
っ
た
た
め
、
景
行
紀
で
は
辺
境
を
侵
略
す
る
と
さ
れ

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
亘
昂
行
紀
で
「
東
夷
」
が
王
化

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
水
川
）

の
対
象
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
「
夷
」
字
が
入

る
以
上
は
夷
狄
と
し
て
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
、
や
は
り
王
化
の
対

象
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
生
じ

る
。
し
か
し
、
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
の
成
立
時
期
が
五
世
紀
後
半

で
あ
れ
ば
、
神
武
紀
の
歌
謡
の
よ
う
な
「
エ
ミ
シ
」
の
本
来
の
意

味
、
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」
畏
怖
と
蝋
敬
の
対
象
と
い
う
認
識
を
よ

り
強
く
継
承
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、
反
発
す
る
集
団
の

エ
ミ
シ

「
毛
人
」
を
北
方
へ
移
動
さ
せ
た
後
の
「
ア
ヅ
マ
」
の
宛
エ
間
に
居
住

し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夷
狄
観
念
も
ほ
と
ん
ど
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
「
東
夷
」
の
語
が
景
行
紀
に
の
み
集
中
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
五
世
紀
後
半
段
階
で
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
集
団
に
対
し
、
「
書
紀
」
編
纂
過
程
で
「
東
夷
」
の
文
字

を
あ
て
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
枇
界
〉
と
い
う
概
念
の
成
立

は
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の
画
定
を
伴
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
世
紀

後
半
ま
で
に
大
和
王
権
が
「
ア
ヅ
マ
」
に
対
し
て
行
っ
た
勢
力
扶
植

と
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
人
制
」
や
名
代
・
子
代
の
設
定
が

あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
Ⅱ
ア
ヅ
マ
と
い
う
領
域
を
安
定
的

に
支
配
で
き
て
い
た
こ
と
を
直
ち
に
示
す
も
の
で
は
な
い
。
継
体
朝

に
お
け
る
筑
紫
の
磐
井
の
反
乱
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
大
和
王
権
が

各
地
の
首
長
の
上
に
君
臨
し
、
安
定
し
た
支
配
を
確
立
す
る
段
階
に

二

九
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「
書
紀
」
崇
峻
天
皇
五
年
（
五
九
二
）
十
一
月
乙
巳
条
（
表
１
１

９
）
は
、
蘇
我
馬
子
が
「
東
国
之
調
」
進
上
を
利
用
し
崇
峻
天
皇
を

暗
殺
し
た
こ
と
を
記
す
条
文
で
あ
る
。
崇
峻
紀
の
前
の
蝦
夷
関
係
史

料
に
月
を
転
じ
る
と
、
敏
達
天
皇
十
年
（
五
八
二
閏
二
月
条
に
、

蝦
夷
の
魁
帥
綾
糟
が
泊
瀬
川
に
入
り
三
諸
岳
に
向
い
天
皇
へ
忠
誠
を

誓
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
何
条
は
、
「
書
紀
」
の
中
で
蝦
夷

の
服
属
儀
礼
を
最
も
具
体
的
に
記
し
た
史
料
で
あ
り
、
熊
谷
公
男
氏

は
六
世
紀
後
半
代
に
実
際
に
行
わ
れ
た
儀
礼
を
伝
え
た
史
料
で
あ
る

（
弧
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
壁
示
峻
紀
の
後
の
蝦
夷
関
係
史
料
に
は
、

達
す
る
に
は
ま
だ
か
な
り
の
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。
「
書
紀
」
安
閑

天
皇
元
年
閏
十
一
一
月
是
月
条
に
見
る
武
蔵
国
造
笠
原
使
主
と
同
族
小

杵
の
騒
乱
は
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
毛
野
の

勢
力
を
全
く
無
視
し
た
支
配
は
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
中
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の

成
立
と
同
時
に
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
を
画
定
し
、
支
配
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
で
は
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
は
、
い
つ
ど
の
よ

う
な
過
程
を
経
て
阿
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る

に
は
、
崇
峻
紀
の
記
述
を
軸
と
し
た
六
世
紀
後
半
に
お
け
る
「
ア
ヅ

マ
」
の
支
配
展
開
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

法
政
史
学
第
七
十
一
号

四
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
画
定
と
「
東
人
」
の
成
立

箭
明
天
皇
九
年
（
六
三
七
）
是
歳
条
に
お
け
る
止
毛
野
君
形
名
の
蝦

夷
征
討
の
記
事
が
あ
る
。
上
毛
野
氏
の
氏
族
伝
承
と
考
え
ら
れ
る

が
、
冠
位
や
人
名
「
止
毛
野
君
形
名
」
等
、
あ
る
程
度
の
具
体
性
が

認
め
ら
れ
、
大
化
前
代
の
事
実
を
大
体
反
映
し
て
い
る
と
見
て
問
題

無
い
。
こ
の
よ
う
に
、
崇
峻
紀
の
前
後
の
蝦
夷
関
係
史
料
は
あ
る
程

度
の
具
体
性
が
認
め
ら
れ
、
六
世
紀
末
頃
に
比
定
さ
れ
る
蝦
夷
関
係

記
事
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
実
態
を
反
映
し
つ
つ
あ
る
と
み
て
大
過

な
い
と
似
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
崇
峻
紀
に
あ
る
蝦
夷
関
係
史
料

が
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
。

（
史
料
２
）
「
書
紀
」
崇
峻
天
皇
二
年
（
五
八
九
）
七
月
壬
辰
朔
条

遣
を
近
江
臣
満
於
東
山
道
使
へ
観
二
蝦
夷
国
境
Ｃ
遣
宍
人
臣
雁

於
東
海
道
使
へ
観
：
東
方
浜
し
海
諸
同
境
○
遣
二
阿
倍
伍
於
北
陸

道
便
へ
観
越
等
諸
国
境
Ｃ

（
史
料
２
）
は
、
先
に
見
た
「
東
国
之
調
」
と
と
も
に
、
「
東
国
」

の
支
配
が
大
い
に
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
（
史
料
２
）
で
注
Ｕ
さ
れ
る
の
が
、
東
山
道
と
の
境
界
と
し
て

「
蝦
夷
国
境
」
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
井
止
辰
雄
氏

は
、
常
総
地
域
の
古
墳
分
布
や
古
代
地
名
、
部
民
分
布
な
ど
を
総
合

的
に
検
討
し
、
五
・
六
世
紀
の
古
墳
分
布
か
ら
、
相
模
ｌ
馳
水
の
海

１
両
総
ｌ
常
陸
と
い
う
ル
ー
ト
が
導
か
れ
、
Ｈ
本
武
尊
の
東
征
説
話

の
ル
ー
ト
は
、
こ
う
し
た
大
和
王
権
の
関
東
計
略
の
基
本
線
を
も
と

○
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（
妬
）

に
構
成
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
井
上
氏
の
指
摘
に
従
え

ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ

ば
、
景
行
紀
は
「
東
夷
」
と
「
陸
奥
」
や
「
ｎ
口
高
見
国
」
の

「
蝦
夷
」
を
東
海
道
ル
ー
ト
化
で
意
識
し
て
い
た
五
世
紀
後
半
頃
の

状
態
を
反
映
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
崇
峻
朝
に
は
「
蝦

夷
」
は
東
山
道
ル
ー
ト
で
意
識
さ
れ
る
存
在
へ
と
変
化
し
て
い
る
□

こ
の
よ
う
な
変
化
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
。
こ
れ
を
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領

域
が
六
世
紀
を
通
じ
て
よ
う
や
く
川
定
の
段
階
に
向
い
、
そ
の
領
域

に
住
む
人
々
に
新
た
な
役
割
と
認
識
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
過

程
で
生
じ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
だ
が
、
以
下
そ
の
理
由
に
つ
い
て

述
べ
て
い
き
た
い
。

Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
に
お
い
て
、
五
世
紀
後
半
段
階
で
は
、
大
和
王

権
は
毛
野
の
勢
力
を
無
視
し
た
支
配
を
行
う
こ
と
は
到
底
無
理
だ
っ

た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
で
は
、
大
和
王
権
が
安
定
し
た
支
配

体
制
を
敷
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
か
。
そ
れ

は
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
に
お
け
る
国
造
制
の
成
立
の
時
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
に

お
け
る
国
造
制
の
成
立
が
い
つ
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
平
林

章
仁
氏
は
、
国
造
制
に
お
い
て
国
造
の
ク
ニ
の
境
界
両
定
が
重
視
さ

れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
『
書
紀
』
崇
峻
天
皇
二
年
（
五
八

九
）
七
月
壬
辰
条
（
史
料
２
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
国
造
の
ク
ニ
の

境
界
画
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
、
近
江
臣
満
等
は
国
造
制
実

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

（
妬
）

施
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
国
造
の
支
配
に
お
い

て
領
域
の
画
定
を
重
視
し
、
東
国
に
お
け
る
国
造
制
の
成
立
を
崇
峻

二
年
と
す
る
平
林
氏
の
指
摘
は
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の
画
定
時
期
を

考
察
す
る
に
あ
た
り
確
か
に
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
崇
峻
天

皇
二
年
を
画
期
と
し
て
一
斉
に
国
造
制
が
成
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
が
阿
定
し
た
と
考
え
て
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
注
Ⅱ
し
た
の
が
、
国
造
制
を
基
盤
と
し
て
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
人
々
が
新

た
に
付
加
さ
れ
た
役
割
で
あ
る
舎
人
の
貢
上
で
あ
る
。

徳
山
晴
生
氏
は
、
舎
人
を
基
本
的
に
二
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
笹
山
氏
が
Ｂ
型
と
し
た
、
六
世
紀
代
の
大
王
の
宮
号
を
冠
し

「
ｌ
舎
人
」
と
表
記
さ
れ
る
タ
イ
プ
に
注
Ｈ
し
た
い
。
笹
山
氏
は
、

Ｂ
型
舎
人
は
六
世
紀
以
後
の
全
国
に
わ
た
る
統
一
的
支
配
体
制
と
し

て
の
国
造
制
に
よ
る
も
の
で
、
国
造
の
子
弟
を
舎
人
と
し
、
同
造
配

下
の
人
民
か
ら
舎
人
の
生
活
の
資
を
国
造
を
通
じ
て
提
供
さ
せ
る
と

い
う
、
一
貫
し
た
奉
仕
ｌ
貢
納
の
体
制
が
と
ら
れ
た
と
す
る
。
ま

た
、
そ
の
分
布
が
駿
河
・
信
濃
を
は
じ
め
東
国
に
集
中
す
る
こ
と
、

郡
の
大
領
等
の
地
方
首
長
の
一
族
と
恩
わ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
東
国
に
分
布
す
る
Ｂ
型
舎
人
は
、
少
な

く
と
も
庚
午
年
籍
造
籍
時
に
は
、
安
閑
・
宣
化
・
欽
明
・
敏
達
朝
に

設
置
さ
れ
た
舎
人
集
団
に
属
す
る
者
と
し
て
の
意
識
を
有
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
実
際
に
六
世
紀
代
に
東
同
国
造
の
子
弟
に
よ
る
舎
人
設
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（
幻
）

置
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
国
造
制
に
立
脚
し
た

Ｂ
型
舎
人
の
貢
上
を
重
視
す
れ
ば
、
崇
峻
朝
に
お
い
て
国
造
制
が
実

施
さ
れ
た
と
す
る
の
は
時
期
的
に
遅
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。ま
た
大
山
誠
一
氏
は
、
毛
野
を
除
く
遠
江
以
東
の
全
域
の
国
造
制

の
成
立
時
期
は
六
世
紀
中
葉
以
後
で
あ
り
、
推
古
朝
の
壬
生
部
の
設

置
に
い
た
る
部
民
制
の
展
開
と
並
行
し
た
も
の
だ
と
指
摘
し
、
「
書

紀
」
崇
峻
天
皇
二
年
七
川
壬
辰
条
（
史
料
２
）
に
つ
い
て
は
、
東
山

（
鍋
）

道
以
下
の
三
道
の
辺
境
を
確
認
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
笹
山
氏
や
入
山
氏
の
見
解
に
従
え
ば
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
に
お

け
る
国
造
制
の
成
立
は
、
六
世
紀
中
葉
か
ら
推
古
朝
ま
で
時
間
を
か

け
て
行
わ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
が
、
大

和
王
権
に
よ
る
安
定
的
支
配
の
碓
立
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
戊

場
に
立
つ
と
、
領
域
が
川
定
す
る
時
期
は
六
世
紀
中
葉
か
ら
推
古
朝

ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
、
も
う
少
し
そ
の
時
期
を
絞
り

込
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
そ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
す
る
の
が
「
東

人
」
の
成
立
で
あ
る
。

「
東
人
」
の
成
立
は
い
つ
か
。
武
廣
亮
平
氏
は
、
「
書
紀
」
崇
峻
天

皇
二
年
七
月
壬
辰
条
（
史
料
２
）
に
お
い
て
、
「
蝦
夷
国
境
」
が
確

認
さ
れ
て
い
る
点
、
「
東
方
浜
海
諸
国
」
が
後
の
東
海
道
地
域
を
示

す
な
ら
、
常
陸
国
ま
で
は
「
蝦
夷
国
」
と
明
ら
か
に
別
の
地
域
と
し

て
把
握
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
の
段
階
で
ア

ヅ
マ
の
人
間
集
団
と
し
て
の
「
東
人
」
が
具
現
化
す
る
条
件
は
整
っ

（
羽
）

て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
「
東
人
」
の
成
立
に
つ
い
て
、
私
が
注
目
す
る
の
は
Ｂ
型
舎

人
の
貢
上
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
和
王
権
中
枢
部
の
人
々
が
Ⅱ
ア
ヅ

マ
の
領
域
の
人
々
と
直
接
接
触
し
、
そ
の
武
力
を
組
織
的
か
つ
恒
常

的
に
利
用
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
、
大
和
王

権
中
枢
部
の
人
々
が
Ⅱ
ア
ヅ
マ
に
住
む
人
々
に
対
し
て
特
殊
な
観
念

を
付
加
し
、
新
た
な
人
間
集
川
と
し
て
捉
え
直
し
た
こ
と
は
充
分
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
成
立
し
た
の
が
「
東
人
」
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

東
国
に
住
む
人
々
を
「
束
人
」
と
表
現
し
た
事
例
は
「
替
紀
」
に

は
見
ら
れ
ず
、
初
見
は
「
万
葉
集
」
巻
二
・
第
一
○
○
両
の
「
來
人

之
荷
前
」
で
あ
る
。
だ
が
、
人
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
「
束
人
」

で
あ
れ
ば
、
そ
の
初
見
は
「
書
紀
」
針
明
即
位
前
紀
（
六
二
八
）
の

「
佐
伯
連
東
人
」
と
な
る
。
七
世
紀
前
半
に
人
名
と
し
て
使
わ
れ
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
末
に
は
「
束
人
」
は
成
立

し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え

る
か
と
い
う
と
、
「
東
人
」
は
そ
の
概
念
を
か
な
り
明
確
に
捉
え
ら

れ
、
意
識
し
て
人
名
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
布
か
ら
判
明
す
る

か
ら
で
あ
る
。
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「
東
人
」
と
い
う
人
名
を
「
日
本
古
代
人
名
辞
典
」
（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
五
八
年
）
の
中
か
ら
探
し
て
み
る
と
、
一
二
○
人
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
居
住
地
の
分
布
を
見
る
と
、
越
前
２
・
武
蔵

１
・
信
濃
１
・
美
濃
５
・
近
江
２
・
伊
勢
１
・
伊
賀
２
・
播
磨
ｌ
・

尾
張
２
・
伊
予
ｌ
・
筑
前
ｌ
・
豊
前
１
で
、
こ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
畿
内

居
住
者
で
あ
る
。
こ
の
分
布
か
ら
は
、
ま
ず
畿
内
人
が
好
ん
で
使
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
内
で
は
武
蔵
と

信
濃
の
２
例
、
Ⅲ
坂
東
ア
ヅ
マ
の
領
域
内
と
し
て
見
れ
ば
武
蔵
の
ｌ

例
の
み
と
な
り
、
「
東
人
」
の
根
源
地
に
住
む
人
々
が
自
ら
進
ん
で

使
う
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
人
名
と
し
て
「
束
人
」

が
使
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
人
間
集
川
に
対
す
る
概
念
が
意
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
佐
伯
連
東

人
」
の
登
場
以
前
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
末
ま
で
に
「
東
人
」
が
成

立
し
て
い
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
東
人
」
が

国
造
制
に
立
脚
し
た
Ｂ
型
舎
人
買
上
を
契
機
に
成
立
し
た
の
で
は
な

い
か
と
先
に
指
摘
し
た
が
、
Ｂ
型
舎
人
買
上
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
時
に
は
す
で
に
国
造
制
が
施
行
さ
れ
て
安
定
的
な
支
配
が
可

能
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
成
立
時

期
は
、
六
世
紀
中
葉
か
ら
六
世
紀
末
の
間
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
は
六
枇
紀
中
葉
か
ら
六
枇
紀
末
の

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

間
に
画
定
さ
れ
、
そ
こ
に
住
む
人
々
は
「
束
人
」
と
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
鹸
後
に
一
つ
こ
の
過
程
で
起
こ
っ
た
と
想
定

さ
れ
る
問
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」

の
消
滅
で
あ
る
。
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
の
概
念
の
成

立
以
来
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
空
間
に
居
住
す
る
エ
ミ
シ
は
「
ア
ヅ
マ
ノ

エ
ミ
シ
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
は
神
武
紀

の
歌
謡
に
見
る
よ
う
な
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」
畏
怖
と
尊
敬
の
対
象

と
い
う
観
念
を
継
承
す
る
一
方
、
景
行
紀
に
見
る
よ
う
に
「
ア
ヅ

マ
」
の
領
域
内
に
居
住
す
る
が
秩
序
が
無
い
集
団
と
し
て
も
捉
え
ら

れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
同
造
制
に
よ
る
安
定
的
な
支
配
が

展
開
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
Ｂ
型
舎
人
の
よ
う
な
組
織
的
な
武
力
と

し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
認
識
の
う
ち
マ
イ

ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
部
分
が
徐
々
に
消
さ
れ
て
い
き
、
や
が
て
「
東

人
」
へ
変
化
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
「
続
日
本
紀
」
神
護
景
雲
三

年
（
七
六
九
）
十
月
乙
未
朔
条
に
「
額
姉
箭
波
立
趾
背
波
箭
方
不
立
止
云

犬
」
と
あ
る
な
ど
、
「
東
人
」
は
「
勇
敢
」
で
「
忠
誠
心
」
の
あ
る

人
々
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
「
勇
敢
」
は
「
ア
ヅ
マ
ノ

エ
ミ
シ
」
か
ら
継
承
し
、
「
忠
誠
心
」
は
Ｂ
型
舎
人
と
し
て
の
役
割

を
果
た
す
中
で
新
た
に
獲
得
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

￣

￣

－

－

－－

－－
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古
代
に
お
い
て
「
ア
ヅ
マ
」
が
い
か
に
成
立
し
た
の
か
、
「
ア
ヅ

マ
」
の
領
域
は
ど
の
よ
う
に
画
定
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
領
域

と
周
辺
に
住
む
人
間
集
団
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
を
Ｈ
的
に
考
察
し
て
き
た
。

ま
ず
、
「
ア
ヅ
マ
」
の
意
味
と
語
源
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
「
ア
ヅ

マ
」
は
、
志
田
諄
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
和
名
類
聚
抄
』
微
賎

類
第
二
十
二
の
記
述
を
重
視
し
、
「
辺
鄙
」
に
通
じ
る
意
味
を
持
つ

と
し
た
。
語
源
に
つ
い
て
は
、
大
和
王
権
が
新
た
な
支
配
展
開
を
行

い
版
図
と
し
た
「
シ
マ
（
端
と
に
求
め
る
べ
き
で
、
西
郷
信
綱
氏

に
よ
る
「
ア
（
接
頭
語
）
」
＋
「
シ
マ
（
端
と
説
を
支
持
す
る
と
し

た
。
さ
ら
に
「
ア
ヅ
マ
」
の
成
立
に
つ
い
て
エ
ミ
シ
と
の
関
係
を
重

視
し
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
と
い
う
概
念
が
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
荒
井
秀
規
氏
の
見
解
に
注
目
し
た
。
し
か
し
、

「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
世
界
」
を
分
離
す
る
考
え
は
、
西
郷
氏
や

平
野
邦
雄
氏
が
「
ア
ヅ
マ
」
を
エ
ミ
シ
の
居
住
す
る
空
間
で
あ
る
と

す
る
点
と
矛
盾
す
る
。
こ
の
矛
盾
が
生
じ
た
背
景
と
し
て
、
〈
ヒ
ナ

↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
と
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の

画
定
に
は
時
間
的
に
開
き
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
そ
の
両
者

の
開
き
の
間
に
は
エ
ミ
シ
と
い
う
人
間
集
団
に
対
す
る
認
識
の
変
化

法
政
史
学
第
七
十
一
号

お
わ
り
に

が
あ
り
、
「
ア
ヅ
マ
」
と
呼
ば
れ
た
領
域
に
住
む
人
々
と
の
新
た
な

関
係
の
構
築
の
な
か
で
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の
阿
定
が
行
わ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
立
て
、
そ
の
具
体
的
考
察
を
行
っ
た
。

Ⅱ
ア
ヅ
マ
と
エ
ミ
シ
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、
〈
ヒ

ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
が
五
世
紀
後
半
で
あ
る

の
に
対
し
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
は
六
世
紀
中
葉
か
ら
六
価
紀
末
の
間

に
よ
う
や
く
画
定
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
〈
ヒ
ナ

↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ
世
界
〉
概
念
の
成
立
が
、
畏
怖
と
尊
敬
の
念
の

対
象
と
し
て
エ
ミ
シ
と
よ
ば
れ
て
い
た
人
々
を
征
討
対
象
の
「
毛

人
」
と
「
ア
ヅ
マ
ノ
エ
ミ
シ
」
に
分
離
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
Ⅱ
ア

ヅ
マ
の
領
域
の
画
定
は
国
造
制
の
成
立
と
、
国
造
制
を
基
盤
と
し
た

Ｂ
型
舎
人
の
貢
上
に
深
く
関
係
し
、
そ
の
過
程
で
「
東
人
」
が
成
立

し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
五
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
末
頃
の
「
ア
ヅ
マ
」
と

「
エ
ミ
シ
」
を
主
た
る
対
象
と
し
て
き
た
が
、
七
世
紀
以
降
の
「
ア

ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
一
言
触
れ
て
お
き
た

い
。
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
の
両
定
は
、
エ
ミ
シ
世
界
を
陸
奥
の
地
域
へ

と
北
上
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
斉
明
朝
に
は
阿
倍
比
羅
夫

の
北
征
に
よ
り
、
越
と
陸
奥
の
エ
ミ
シ
集
団
に
対
す
る
知
識
は
王
権

中
枢
部
の
人
々
に
と
っ
て
、
よ
り
入
手
し
や
す
く
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
書
紀
」

四
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が
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四
一
一
）
～
持
続
天
皇
三
年
（
六
八
八
）
ま
で

「
蝦
峡
」
の
表
記
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
佐
伯
有
情
氏
に
よ

る
と
「
蝦
峡
」
は
エ
ミ
シ
の
風
貌
や
習
俗
を
端
的
に
表
し
た
表
記
で

あ
る
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
中
国
史
書
の
東
夷
の
「
夷
」
を
踏
ま
え

た
「
蝦
夷
」
と
は
そ
の
意
味
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て

（
㈹
）

い
る
。
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
画
定
や
「
東
人
」
の
成
立
は
、
日
本
の
王

権
に
と
っ
て
の
夷
狄
で
あ
る
「
蝦
夷
」
の
成
立
と
直
接
結
び
つ
い
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
時
期
か
ら
し
て
少
な
く
と
も

「
蝦
峡
」
表
記
の
成
立
と
の
関
係
は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
口
「
山
海

経
」
に
基
づ
い
た
「
毛
人
」
表
記
は
、
〈
ヒ
ナ
↓
ア
ヅ
マ
↓
エ
ミ
シ

枇
界
〉
概
念
の
成
立
と
関
係
し
、
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
領
域
画
定
と
「
東

人
」
の
成
立
は
、
「
蝦
峡
」
表
記
の
成
立
へ
向
う
一
つ
の
画
期
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
夷
狄
と
し
て
の
「
蝦
夷
」
の
成
立
は
、
天

皇
制
の
成
立
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ら
に
多
く
の
条
件
を
満
た
し
た
後

に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
エ
ミ
シ
」
の
表
記
の
変
遷
や
認
識
の
変

化
が
「
ア
ヅ
マ
」
に
対
す
る
支
配
展
開
と
連
動
し
て
い
た
こ
と
は
充

分
注
目
に
価
す
る
口
「
強
く
て
恐
ろ
し
い
」
畏
怖
と
尊
敬
の
念
の
対

象
が
、
夷
狄
へ
と
変
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
「
ア
ヅ
マ
」
や
そ
こ

に
住
む
人
々
が
果
し
た
役
割
が
い
か
に
関
係
し
た
か
を
さ
ら
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
、
今
回
の
考
察
を
終
え
る
こ
と

と
す
る
。

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

註（
１
）
志
田
諄
一
「
総
説
ｌ
古
代
国
家
と
東
国
ｌ
」
（
志
田
諄
一
編
「
古

代
の
地
方
史
」
五
、
坂
東
編
、
朝
倉
書
店
、
’
九
七
七
年
）
。

（
２
）
『
和
名
類
聚
抄
』
は
辺
鄙
を
「
阿
豆
万
豆
」
と
訓
む
と
説
明
し
て

い
る
。
ま
た
平
安
末
期
に
橘
忠
兼
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
色
葉
字
類

抄
」
阿
・
人
倫
付
に
は
「
辺
鄙
弱
弱
卜
東
人
緬
川
之
」
と
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
「
ア
ッ
マ
ッ
」
と
い
う
一
一
一
一
ｍ
葉
は
人
間
集
Ｍ
・
領
域
の
向
方
を

意
味
す
る
一
一
一
一
Ⅱ
葉
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
よ
っ
て
「
ア
ヅ
マ
」
も
、

「
辺
鄙
」
と
い
う
劔
域
を
示
す
一
一
一
一
ｍ
葉
に
通
じ
る
意
味
を
持
つ
と
考
え

る
。

（
３
）
両
郷
信
綱
「
ア
ヅ
マ
と
は
何
か
」
Ｓ
古
代
の
声
う
た
・
踊
り
・

市
・
こ
と
ば
・
神
話
〈
増
補
版
Ｅ
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
年
。

初
出
は
『
社
会
史
研
究
』
五
、
一
九
八
四
年
）
。

（
４
）
高
橋
富
雄
「
あ
ず
ま
天
端
説
の
創
唱
」
（
『
古
代
蝦
夷
を
考
え
る
』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
）
。

（
５
）
西
郷
信
綱
氏
前
掲
註
（
３
）
論
文
六
七
頁
。

（
６
）
千
川
稔
「
日
本
に
お
け
る
「
ヰ
ナ
カ
（
川
奔
）
」
の
成
立
ｌ
「
ヒ

ナ
」
と
「
ア
ヅ
マ
」
と
の
関
連
に
お
い
て
ｌ
」
言
歴
史
地
卵
学
」
一

九
二
、
一
九
九
九
年
）
。

（
７
）
高
橋
南
雄
氏
前
掲
註
（
４
）
論
文
。

（
８
）
高
橋
富
雄
「
「
あ
ず
ま
」
と
「
ひ
な
」
」
（
「
古
代
蝦
夷
を
考
え
る
」

吉
川
弘
文
節
、
一
九
九
一
年
）
。

（
９
）
西
宮
一
民
「
漢
字
「
束
」
の
国
訓
ア
ヅ
マ
の
成
立
」
ｓ
皇
学
館
大

五
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学
文
学
部
紀
要
」
三
八
、
一
九
九
九
年
）
。

（
皿
）
荒
井
秀
規
「
「
東
国
」
と
ア
ヅ
マ
ー
ャ
マ
ト
か
ら
見
た
「
東
国
」

ｌ
」
（
水
野
祐
監
修
、
関
和
彦
編
「
古
代
王
権
と
交
流
」
二
、
古
代

東
国
の
民
衆
と
社
会
、
名
著
出
版
、
一
九
九
四
年
。
）
四
七
～
四
八

頁
。

（
Ⅱ
）
平
野
邦
雄
「
古
代
ヤ
マ
ト
の
世
界
観
Ｉ
ヒ
ナ
（
夷
）
・
ヒ
ナ
モ
リ

（
火
守
）
の
概
念
を
通
じ
て
ｌ
」
（
「
史
論
」
一
一
一
九
、
一
九
八
六
年
）
。

（
皿
）
千
川
稔
前
掲
註
（
６
）
論
文
一
一
一
八
～
三
六
頁
。

（
Ⅲ
）
高
橋
富
雄
前
掲
註
（
８
）
論
文
。

（
ｕ
）
西
宮
一
民
前
掲
註
（
９
）
論
文
一
二
頁
。

（
連
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
、
）
論
文
九
頁
。

（
略
）
尾
崎
喜
左
雄
「
東
剛
の
Ｎ
造
」
（
坂
本
太
郎
博
士
古
稀
記
念
会
編

「
続
日
本
古
代
史
論
集
」
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
二
年
）
一

七
二
頁
。

（
Ⅳ
）
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
、
）
論
文
五
～
九
頁
。

（
旧
）
荒
井
秀
規
前
掲
註
（
皿
）
論
文
三
○
頁
。

し
か
し
、
「
件
紀
」
斉
明
天
堪
元
年
（
六
八
五
）
七
川
己
卯
条
に

「
於
笘
難
波
剛
へ
饗
恂
北
靴
蝦
夷
几
’
九
人
、
來
螂
陸
蝦
火
几
十
而
人
Ｃ

井
設
百
済
捌
使
一
百
五
十
人
ｐ
仏
授
二
柵
養
蝦
夷
九
人
・
沖
苅
蝦
夷

六
人
、
冠
各
二
階
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
北
蝦

夷
」
「
東
蝦
夷
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が
書
か
れ
た
資
料
が
「
害
紀
」
編
者

の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
北
」
が
越

を
指
し
「
東
」
が
陸
奥
を
指
す
と
い
う
説
明
が
そ
の
資
料
に
書
き
加

え
ら
れ
、
そ
れ
が
「
書
紀
」
編
者
の
元
に
伝
わ
っ
た
か
、
「
書
紀
」

法
政
史
学
第
七
十
百
万

編
者
自
身
に
よ
り
そ
の
説
明
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
北
（
越
）
蝦
夷
、
東
（
陸
奥
）
蝦

夷
、
津
苅
蝦
夷
と
い
う
方
位
、
居
住
地
域
に
よ
る
個
々
の
蝦
夷
集
川

の
認
識
が
斉
明
朝
に
は
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
斉
明
朝
が
国
士
の
中
の
「
北
」
を
認
識
し
は
じ
め
る
画

期
と
な
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
「
束
阿
」
の
示
す
領
域
に
つ
い
て
は
、
八
木
充
「
ｔ
代
Ⅱ
本
の
束

と
Ⅶ
」
（
「
川
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
二
八
ｌ
Ⅱ
、
一
九
六
一
一
年
）
、

小
山
靖
憲
「
古
代
末
期
の
來
川
と
内
凶
」
（
「
器
波
講
座
日
本
歴
史
」

四
・
古
代
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
、
平
野
邦
雄
「
い
ま
歴

史
学
か
ら
〈
古
代
〉
を
見
る
」
Ｓ
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

一
一
一
二
’
二
、
一
九
八
七
年
）
、
山
尾
幸
久
「
孝
徳
紀
の
東
国
国
司
詔

の
基
礎
的
考
察
」
（
「
立
命
館
文
学
」
近
○
三
、
一
九
八
七
年
）
に
よ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
分
類
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
大
野
晋
「
日
本
の
東
部
と
西
部
と
」
二
日
本
語
の
起
源
」

岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
）
に
よ
る
分
類
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦

「
「
こ
と
ば
」
と
民
俗
１
束
と
内
の
社
会
の
杣
違
」
（
「
束
と
内
の
語
る

Ⅱ
本
の
歴
史
」
講
談
社
、
一
几
九
八
年
。
初
川
は
、
そ
し
え
て
、
一

九
八
二
年
）
が
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
岐
近
で
は
、
遠
藤
慶
太

「
持
続
太
上
天
皇
の
三
河
行
幸
ｌ
三
河
と
東
川
ｌ
」
（
「
続
Ｈ
本
紀
研

究
」
一
一
一
七
五
、
二
○
○
八
年
）
が
支
持
し
、
大
野
氏
に
よ
り
分
類
さ

れ
た
「
東
国
」
の
境
界
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
川
尻
秋
生
「
坂
東
の
成
立
」
Ｓ
古
代
束
国
史
の
基
礎
的

研
究
」
塙
書
房
、
二
○
○
一
一
一
年
。
初
川
は
「
千
葉
県
立
中
央
博
物
館

一一一一ハ
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研
究
報
告
ｌ
人
文
科
学
ｌ
」
’
二
、
’
九
九
九
年
）
は
、
「
坂
東
」

の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
別
）
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
型
論
文
一
四
～
一
六
頁
。

（
幻
）
荒
井
秀
規
前
掲
註
（
Ⅲ
）
論
文
三
一
一
一
頁
、
並
び
に
同
論
文
第
一
一
章

「
『
記
紀
』
の
「
東
国
」
」
。

（
皿
）
工
藤
雅
樹
「
古
代
国
家
と
蝦
夷
」
Ｓ
蝦
夷
と
東
北
古
代
史
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
初
出
は
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
三
、
一

九
八
二
年
）
。

（
翌
Ⅱ
ア
ヅ
マ
の
第
二
例
は
『
書
紀
』
崇
神
天
皇
囚
十
八
年
正
月
戊
子

条
に
お
け
る
、
豊
城
命
よ
る
東
凶
統
治
の
由
来
の
説
話
で
あ
る
（
表

１
１
２
）
。
崇
神
紀
に
は
有
名
な
川
道
将
軍
派
遣
記
事
な
ど
、
遠
方

の
異
氏
族
を
王
化
に
よ
り
服
属
さ
せ
る
と
い
う
意
識
が
繰
り
返
し
記

さ
れ
て
い
る
が
、
「
遠
荒
人
」
（
崇
神
天
皇
十
年
七
月
己
西
条
）
、
「
不

受
教
者
」
（
同
１
年
九
月
中
午
条
）
、
「
海
外
荒
俗
」
（
何
十
年
１
月
乙

卯
朔
条
）
、
「
戎
夷
」
（
向
十
一
年
山
川
□
卯
条
）
、
「
異
俗
」
（
同
十
一

年
是
歳
条
）
、
と
い
う
よ
う
に
、
異
民
族
を
表
す
一
一
一
一
Ｍ
葉
が
一
定
せ
ず
、

ま
た
「
エ
ミ
シ
」
は
明
確
な
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
。
「
書
紀
」
編

者
は
、
崇
神
紀
に
お
い
て
は
、
大
和
王
権
に
よ
る
過
去
の
支
配
展
開

の
実
態
に
則
し
た
具
体
的
説
話
を
創
る
こ
と
を
主
た
る
、
的
と
は
せ

ず
、
『
書
紀
』
編
纂
時
に
国
家
が
進
め
て
い
た
武
力
に
よ
る
征
討
と

王
化
に
よ
る
異
民
族
支
配
の
正
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。

（
型
）
『
書
紀
」
景
行
天
皇
二
－
七
年
二
月
壬
千
条

（
坊
）
『
書
紀
」
景
行
天
皇
二
十
七
年
一
一
月
壬
子
条
、
同
囚
十
年
六
月
条
、

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

同
四
十
年
七
川
戊
戌
条
、
同
四
十
年
是
歳
条
に
見
ら
れ
る
。

な
お
、
『
書
紀
』
応
神
天
皇
三
年
十
月
癸
西
条
に
は
「
東
蝦
夷
悉

朝
貢
。
即
役
二
蝦
夷
へ
而
作
三
厩
坂
道
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ

の
「
東
蝦
夷
」
が
景
行
紀
の
「
東
夷
」
と
同
じ
集
団
を
指
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
「
東
夷
」
の
語
が
景
行
紀
の
み
に
意
識
的

に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
ま
た
「
東
蝦
夷
」
は
人
間

集
川
の
み
を
意
味
す
る
一
一
一
一
口
葉
で
あ
る
点
で
異
な
る
Ⅱ
な
お
「
東
蝦

夷
」
の
語
が
、
斉
明
天
皇
元
年
（
六
五
五
）
七
月
己
卯
条
に
も
見

え
、
同
条
に
お
い
て
陸
奥
の
蝦
夷
集
団
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

前
掲
註
（
旧
）
参
照
。

（
恥
）
「
東
夷
」
が
空
間
的
意
味
を
有
す
る
の
に
対
し
、
「
蝦
夷
」
は
空
間

的
意
味
を
持
た
な
い
。
「
日
本
書
紀
」
景
行
天
皇
四
十
年
是
歳
条
に

「
蝦
夷
境
」
と
い
う
一
一
一
一
ｕ
葉
が
あ
り
、
一
見
空
間
を
示
す
用
例
に
も
見

え
る
が
、
景
行
犬
皇
二
十
七
年
二
月
壬
子
条
に
見
る
よ
う
に
蝦
夷
が

住
む
空
間
は
Ｈ
高
見
国
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
崇
峻
天
皇
二
年

（
五
八
九
）
七
月
壬
辰
朔
条
に
は
「
蝦
夷
国
境
」
、
斉
明
天
皇
五
年

（
六
五
九
）
三
川
是
月
条
に
は
「
蝦
夷
国
」
の
言
葉
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
、
「
蝦
夷
」
は
人
間
集
団
の
み
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
空

間
の
意
味
を
含
む
こ
と
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
〃
）
「
書
紀
」
景
行
天
皇
四
十
年
七
月
戊
戌
条
は
、
景
行
天
皇
が
日
本

武
尊
に
対
し
、
ま
ず
「
東
夷
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
た
後
、
「
其

東
夷
之
中
・
蝦
夷
是
尤
強
焉
」
と
し
て
、
さ
ら
に
「
蝦
夷
」
に
つ
い

て
説
明
す
る
と
い
う
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
構
造
か
ら
し

て
も
、
「
書
紀
』
は
東
夷
Ⅳ
蝦
夷
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
と
一
一
一
一
ｍ

七
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（
型
「
毛
人
」
表
記
の
成
立
に
つ
い
て
、
工
藤
雅
樹
氏
は
、
『
山
海
経
」

「
海
外
東
経
」
の
中
に
人
身
に
毛
を
生
じ
て
い
る
毛
氏
の
国
の
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
、
中
国
人
が
こ
の
よ
う
な
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
、
倭
王
武
の
ｋ
表
文
は
「
毛
人
」
の
表
記
を
使

い
、
倭
国
の
は
る
か
東
方
ま
で
大
和
朝
廷
の
勢
力
が
及
ん
で
い
た
こ

と
を
主
張
し
た
の
だ
と
し
て
い
る
。
（
同
氏
前
掲
註
犯
論
文
）
囚
囚

詞
）
熊
谷
公
男
「
蝦
夷
の
誓
約
」
（
『
奈
良
古
代
史
論
集
』
｜
、
一
九
八

五
年
）
「
蝦
夷
と
王
宮
と
王
権
と
Ｉ
蝦
夷
の
服
属
儀
礼
か
ら
み
た
倭

王
権
の
性
格
ｌ
」
（
「
奈
良
古
代
史
論
集
」
三
、
一
九
九
七
年
〉
。

蚤
え
つ
Ｃ
Ｏ

（
邪
）
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
四
）
論
文
一
三
頁
。

（
明
）
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
巴
論
文
一
円
頁
。

（
利
）
平
野
邦
雄
前
掲
註
（
四
）
論
文
一
七
頁
□

（
皿
）
狩
野
久
「
部
民
制
・
国
造
制
」
（
「
岩
波
講
座
日
本
通
史
」
二
・
古

代
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
二
二
二
頁
。

（
犯
）
吉
村
武
彦
氏
は
、
「
○
○
人
」
と
い
う
表
記
が
『
書
紀
」
で
は
雄

略
紀
に
集
中
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
部
民
制
に
先
行
し
名

代
・
子
代
の
起
源
と
な
る
制
度
を
「
人
制
」
と
し
、
五
世
紀
の
政
治

支
配
は
、
こ
の
人
制
を
通
し
て
倭
国
王
と
仕
奉
関
係
を
結
ん
だ
中

央
・
地
方
の
豪
族
（
在
地
首
長
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。
同
氏
「
倭
国
と
大
和
王
権
」
（
『
岩
波
講
座
Ｈ
本
通

史
」
二
・
古
代
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
一
一
年
）
一
一
○
一
～
二
○
二

法
政
史
学
第
七
十
一
号

頁史
○￣

四
頁
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
○
○
八
年
五
月
二
円
Ｈ
に
行
わ
れ
た
地
方
史
研
究

協
議
会
二
○
○
八
年
度
第
五
回
研
究
例
会
で
の
口
頭
報
告
を
も
と

に
、
一
部
内
容
を
補
訂
し
て
作
成
し
た
。
研
究
例
会
の
席
上
、
ご

出
席
い
た
だ
い
た
方
々
か
ら
貴
重
な
ご
指
摘
、
ご
助
一
一
一
一
口
を
賜
っ

た
。
こ
こ
に
記
し
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
妬
）
井
上
辰
雄
「
東
国
と
大
和
政
権
ｌ
常
総
地
方
を
中
心
と
し
て
ｌ
」

（
『
日
本
歴
史
」
三
四
○
、
’
九
七
六
年
）
。

（
鋼
）
平
林
章
に
「
国
造
制
の
成
立
に
つ
い
て
」
（
『
龍
谷
史
壇
」
八
三
、

一
九
八
三
年
）
九
頁
。

（
〃
）
笹
山
晴
生
「
令
制
五
衛
府
の
成
立
と
展
開
」
急
日
本
古
代
衛
府
制

度
の
研
究
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
。

（
翌
大
山
誠
一
「
継
体
朝
の
成
立
と
王
権
の
確
立
」
（
『
古
代
国
家
と
大

化
改
新
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
二
五
五
～
二
五
六
頁
。

（
型
武
廣
亮
平
「
「
東
人
」
と
王
権
・
国
家
」
（
『
歴
史
評
論
』
五
九
七
、

一
一
○
○
○
年
）
’
一
一
四
～
三
五
頁
。

（
側
）
佐
伯
有
情
「
古
代
蝦
夷
史
に
つ
い
て
の
一
考
察
ｌ
「
エ
ミ
シ
」
の

用
字
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
北
〃
文
化
研
究
』
一
七
、
一
九
八
五

年
）
。

八
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『日本書記」「東国」記事一覧表

古
代
の
「
ア
ヅ
マ
」
と
「
エ
ミ
シ
」
に
つ
い
て
の
一
試
論
（
永
田
）

1束万国Ⅱアヅマ、坂?東アヅマ(荒井秀規氏の分類による）

九

分類 年月［１ 内容

ｌ
２
３
４
５
６
７
８
９
ｍ
ｎ
ｎ
ｎ
ｕ

５１
６
７
８
９
０
１
２
３
４
５
６
７

１
１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２

Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ｉ
Ⅲ
Ｉ
Ⅲ
Ｉ

神代下・天孫降臨

崇神天皇48年正月戊丁･条

景行天皇27年２月壬子条

景行天皇40年7月戊戌条

行天皇53年12月条

景行天皇55年２月壬辰条

景行天皇56年8月条

神功皇后摂政元年2月条

崇峻天皇5年11月乙巳条

皇極天皇2年(643)11月丙子条

皇極天皇3年(644)７月条

大化元年(645)８月慶子条

大化2年(646)３月甲子条

大化2年(646)３月卒巳条

犬智天皇5j「(666)足冬条

犬武天皇元年(672)条

同上

同_上

同上

同上

同上

犬武天皇4年(675)正月壬戌条

犬武天皇5年(676)４月辛亥条

天武犬皇5年(676)４月己未条

犬武天皇5年(676)６月条

天武天皇14年(685)１０月己升条

持続天皇即位前紀(687）

下総香取神社の祭神について

豊城命の東国統治の由来説話

武内宿禰の東国派遣

ロ本武尊の東'五|遠征。地名起源説話の｢アヅマ｣はⅢ

景ｲ丁天皇の東国巡行

Ｌ毛野氏の祖彦狭|鳴正の東山道十五国都督任命

彦狭鴫王の子、御諸別王の東国派遣

騰坂王、挙兵に際して東国兵を興す

蘇我馬子、東国之調の進上に乗じて崇峻天皇を暗殺

'11背大兄王、蘇我入鹿の襲撃にあうが、東国への脱出を断念

東国不尽１m辺人が虫を祭る

東国等国司詔

東国々可等詔

東国朝集使等詔

1二｢済男女二T-余人を東国へ安置する

壬叩の乱における東国

同_'二

|可上

|可上

同上

|可｣二

東国より白鷹の献上

封戸之税を、西国にかえて東国に給う

紀臣阿佐麻呂之子を東国に遷し、其国の百姓とする

栗隈王、物部雄君連の死を聞いての、壬申の乱の回想

伊勢王を東国に派遣

壬申の乱の回想
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